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        平成２８年第１１回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年１１月２５日（金） 

午後２時００分から午後３時３０分 

２．開催場所 大瀬戸コミュニティセンター 

３．委員定数 条例定数３１人 現委員３１人 

４．出席委員（２９人） 

会  長  １番 岩﨑信一郎 

  会長代理  ２番  麻生 克典 

委  員  ３番 岸本 六郎  ４番 浦口 大輔  ５番 今村 和人 

             ６番 岳野 一敏  ７番 太田 尚臣  ８番 山口 美幸 

９番 郡  勝壽 １０番 辻尾 政幸 １１番 松本千代治 

１２番 竹尾 久人 １３番 髙野 和美 １４番 山口 孝生 

１５番 木本 安仁 １６番 山下 裕史 １７番 内海 輝次 

１８番 辻山 保美 １９番 辻  良人 ２０番 山脇 初良 

２２番 牛水  司 ２３番 宮原 信明 ２４番 熊野 三次 

２５番 朝長 久夫 ２６番 山添 満之 ２７番 平野 安雄 

２８番 福田  務 ３０番 井田 初美 ３１番 田中 初治 

５．欠席委員（２人） 

   ２１番 澤田  馨 ２９番 大久保和博 

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第４８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４９号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第５０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５１号 農用地利用集積計画の決定について 

     議案第５２号 農地中間管理事業利用配分計画（案）に関する 

意見について 

     議案第５３号 非農地通知の対象とすることの決定について 

           

     報告事項 

     ・農地改良届について 

 

７．事務局 事務局長：中村正且  局長補佐：神浦真吾 主査：山口智貴 

 

８．会議の概要 

事務局   只今から平成２８年西海市農業委員会第１１回総会を開会いた  

    します。 

   本日、２１番：澤田委員、２９番：大久保委員より欠席の旨 
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通告がありましたのでご報告いたします。 

      出席委員は在任委員３１名中２９名で、定足数に達しておりますの

で総会は成立しております。 

      それでは、西海市農業委員会会議規則により、議長は会長が務 

     めることなっておりますので、以降の議事の進行は岩﨑会長にお 

     願いいたします。 

  

議 長   これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指 

     名を行います。西海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定 

     する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくことに 

     ご異議ありませんか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、６番岳野委員、７番太田委員にお願 

     いいたします。 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手 

     をし、議長の許可を受けてから氏名を告げて発言をお願いします。 

 それでは、議案第４８号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。１番について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局   議案第４８号 農地法第３条の規定による許可申請について「１番」

を説明します。 

      資料は２頁です。所在地・地番が西彼町白崎郷字太尾向１，４５５

番、地目・畑、現況・畑、地積・１６２㎡の申請となっています。譲

り渡し人・譲り受け人に関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況

については議案書記載のとおりです。申請事由としまして「譲り受け

人の自宅近隣に所在する申請地について所有権移転（売買）の申し出

を行い合意したことから権利移転を行うもの」というものです。権利

種別は所有権移転「売買」となっています。 

農地法第３条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２

号、第３号、第５号、第６号につきましてはすべて非該当となってい

ます。関係資料は３頁から６頁までで、３頁に位置図、４頁に付近状

況図を添付しております。申請地の左側、赤色のところが譲り受け人

の自宅になります。５頁は字図で、黄色に塗られているところが申請

地です。６頁は現況写真となっています。現在、特に耕作は行ってい

ませんが、譲り受け後は「自家野菜を栽培したい」ということです。 

事務局からの説明は以上です。 
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議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２０番   写真にありますように、ハウスに隣接するところが譲り受け人の自

宅でありまして、その手前の通路のところが申請地でございます。現

在は保全管理がされており、譲り受け人も意欲のある方で問題はない

と思いますので、ご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第４８号の１番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４８号「農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」の１番については、申請どおり許可することに決定いた 

します。 

 

議 長   次に議案第４８号の２番について議題といたしますが、本案は竹尾

委員が申請者となっている事案ですので、農業委員会法第３１条の規

定に基づく議事参与の制限により、審議終了まで退席をお願いします。

審議終了後に入室・着席していただきます。 

      それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは「２番」について説明いたします。資料は７頁です。所在

地・地番が西海町太田和字火口８４８番、地目・田、現況・田、地積・

１，４０８㎡、同郷字山口１，２２０番、地目・畑、現況・畑、地籍

１，１２０㎡、同所１，２２６番・地目・畑、現況・畑、地籍３２６

㎡、同所１，２２７番１、地目・畑、現況・畑、地籍１，０１０㎡、

同所１，２２８番、地目・畑、現況・畑、地籍１，６３８㎡、同所１，

２２９番、地目・畑、現況・畑、地籍８６６㎡、同所１，２３６番、

地目・畑、現況・畑、地籍２０５㎡、同所１，２３８番、地目・畑、

現況・畑、地籍２６９㎡、同郷字丸山１，５６８番、地目・畑、現況・

畑、地籍１，９２１㎡、同所１，５６９番、地目・畑、現況・畑、地

籍２８６㎡、同郷字面高平２，２６５番１、地目・畑、現況・畑、地

籍４１８㎡、計１１筆９，４６５㎡の申請となっています。譲り渡し

人・譲り受け人に関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況につい

ては議案書記載のとおりです。申請事由としまして「譲り受け人の竹
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尾雄二氏は認定農業者の資格を取得し、それに伴い農業技術も身につ

き、経営の安定が期待できるようになったので経営移譲するもの。（久

人氏の経営移譲年金受給申請準備のため）」というものです。権利種別

は所有権移転「贈与」となっています。 

農地法第３条第２項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２

号、第３号、第５号、第６号につきましてはすべて非該当となってい

ます。関係資料は８頁から２１頁までで、８頁に位置図、９・１０頁

に付近状況図を添付しております。黄色に塗り番号を入れているのが

それぞれの申請地で⑥の下に譲り受け人の自宅があります。１１から

１４頁は字図で、それぞれ黄色に塗られているところが申請地です。

１５から１７頁は航空写真で赤枠に囲まれた部分が申請地です。１８

頁から２０頁に現況写真を添付しています。施設（花）を中心に水稲

栽培も行っています。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１３番   説明にありましたように譲り渡し人と譲り受け人は親子関係 

で、譲り受け人の竹尾雄二氏は認定農業者として意欲ある若者であり、

確実に成長していますので、問題ないと思います。よろしくご審議方

お願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４８号の２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４８号「農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」の２番については、申請どおり許可することに決定いた 

します。 

     ここで竹尾委員の入室・着席をお願いします。 

 

議 長   次に議案第４８号の３番について議題といたします。 

   事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは「３番」について説明します。資料は２１頁です。所在地・

地番が西彼町下岳郷字濱河内９０１番１、地目・田、現況・畑、地積・

１２７㎡、同所９０１番３、地目・田、現況・畑、地積・２２８㎡、
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同郷字ガウツウ１，５１６番、地目・畑、現況・畑、地積・１，２１

７㎡、同所１，５２０番、地目・畑、現況・畑、地積・９１９㎡、同

所１，５２３番、地目・畑、現況・畑、地積・６５９㎡、同所１，５

２４番、地目・畑、現況・畑、地積・１，６１２㎡、同所１，５２６

番、地目・畑、現況・畑、地積・１，１７３㎡、同所１，５２７番１、

地目・畑、現況・畑、地積・２２㎡、同所１，５２７番２、地目・畑、

現況・畑、地積・２３㎡、同郷字クワクワラゲ１，５６４番、地目・

畑、現況・畑、地積・１６５㎡、同所１，５６６番１、地目・畑、現

況・畑、地積・２，０６４㎡、同所１，５６７番、地目・畑、現況・

畑、地積・８９０㎡、同所１，５７０番、地目・畑、現況・畑、地積・

１，５４９㎡、同所１，５７７番２、地目・畑、現況・畑、地積・６

３９㎡、同所１，５７８番、地目・畑、現況・畑、地積・２８９㎡、

計１５筆・１１，５７６㎡の申請となっています。譲り渡し人・譲り

受け人に関する事項、譲り受け人の農機具の保有状況については議案

書記載のとおりです。申請事由としまして「相続財産管理人から、現

在賃貸借中の物件について譲り受け人に対し所有権移転（売買）の申

し出があり、譲り受けるもの。」というものです。権利種別は所有権移

転「売買」となっています。農地法第３条第２項の不許可事項の該当

非該当の区分ですが、第２号、第３号、第５号、第６号につきまして

はすべて非該当となっています。第３項第２号、第３項第３号は共に

有となっており、役員１人以上が常時従事としているとのことです。 

 関係資料は２２頁から３０頁までで、２２頁に位置図、２２頁に付

近状況図を添付しております。申請地１から２の表記がある所に譲り

受け人の事務所・倉庫があります。２４・２５頁は字図で黄色に塗ら

れた１５箇所・１５筆が申請地です１５６４番については筆界未定地

となっています。２６・２７頁に航空写真、２８から３０頁はそれぞ

れの現況写真となっています。譲り受け後はキャベツ、たまねぎの栽

培地･みかん果樹園として利用したいということです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２０番   譲り渡し人は亡くなっており、その財産管理人と譲り受け人の合意

がなされたということであります。現在は農業公社を通じて使用貸借

の形態でありますが、譲り受け後も引き続き経営していくということ

でありました。特に問題はないと思われますのでご審議方よろしくお

願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４８号の３番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 
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《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４８号「農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」の３番については、申請どおり許可することに決定いた 

します。 

議 長   次に議案第４９号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

      それでは事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第４９号 農地法第４条の規定による許可申請についてを説明

します。資料は３１頁です。所在地・地番が西彼町小迎郷字越路２，

４４０番３、地目・牧場、地積・２６１㎡、現況は休耕地となってい

ます。申請人に関する事項は議案書記載のとおりです。使用目的は、

自己所有地（現況荒地）を今後「畑」として利用することを考えてお

り、自身が高齢で運転免許を所有していないため、泊りがけで作業す

るため、住宅建築（軽量鉄骨造り平屋）を行うとなっています。建築

面積は５１．８７㎡、所用面積は２６１㎡となっています。 

関係資料は３２頁から４０頁までで、３２頁に位置図、３３頁に付

近状況図をつけています。３４頁は字図で黄色の箇所が今回の申請地

となっています。３５頁は現況写真。３６頁に被害防除計画書、３７

頁に配置図、３８頁に平面図、３９頁に立面図、４０頁に断面図を添

付しております。 

３６頁にもどりまして、申請地の造成計画の内容ですが「現状のま

ま利用する。」、近傍農地への被害防除措置の内容または被害の発生の

恐れを生じさせない措置としまして、周辺には公道と自己所有地に以

外に農地はなく被害の恐れはない、近傍農地への日照り、通風、耕作

等についても周辺には公道と自己所有地に以外に農地はなく影響がな

いとされ、問題はないと思われます。 

排水計画について汚水・生活雑排水は合併浄化槽処理、雨水・処理

水は道路側溝へ放流するとのことです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１６番   現地を事務局と一緒に確認しました。申請地は地目が牧場となって

おりますが、以前ドライブインがあり、馬を飼っていたところで、小
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迎から大串までの高規格道路の下になります。野菜等を栽培するため

通農を予定しており、週の半分くらい泊まれるよう自己家屋を建築す

るという事でありました。 周辺には農地はなく、近傍に住宅がある

ものの道路に側溝が整備されており、排水等も特に影響はないと判断

いたしました。  ご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第４９号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第４９号「農地法第４条の規定による許可申請に 

ついて」は、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

 

議 長   次に議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

      事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請について」説明

いたします。資料は４１頁です。所在地・地番が大島町字間瀬１，８

８３番１、地目・畑、地積・１６７㎡、現況は普通畑（不耕作）とな

っています。譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記載のと

おりです。使用目的は、自己所有地とあわせて自家用駐車場・通用路

として舗装・整備するとなっています。整備・所用面積は１６７㎡、

権利の内容は所有権移転売買となっています。 

関係資料は４２頁から４８頁までで、４２頁に位置図、４３頁に付

近状況図、４４頁に字図を添付しております。黄色の箇所が今回の申

請地となっています。４５頁は現況写真。４６頁に被害防除計画書、

４７頁に配置図・平面図関係、４８断面図を添付しております。普通

車３台分の駐車場と自宅まで通用路コンクリート舗装を行うというも

のです。 

４６頁の申請地の造成計画の内容ですが「盛土を行う０．７ｍ」「切

土を行う最高０．７ｍ最低０．１ｍ」、周囲及び近傍農地への被害防除

措置の内容または被害の発生の恐れを生じさせない措置としまして、

周囲が擁壁ブロック塀で囲まれているため周囲に被害の恐れがない、

申請地以外に農地がないため日照、通風、耕作等に影響がないという
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ことです。排水計画について雨水は自然流下・水路放流で道路側溝へ

放流するとのことです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   補足説明を担当委員お願いします。 

 

５番    先週現場を確認しました。譲り渡し人は昨年まで市役所に勤務して

おられ、譲り受け人は長らく美容室を経営しておりましたが、譲渡し

て現在は無職ということでした。自宅の通用路及び自家用駐車場とし

て整備するため売買の申し入れをし、今回の申請に至ったとの事でし

た。整備の内容については添付の図面等で分かるように、切り盛り、

舗装をして自宅の勝手口まで通路を作るというものです。雨水等の排

水は既設の排水溝と市道の側溝へ流入するため特に問題はないことを

確認しました。ご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第５０号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請に 

ついて」は、申請どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５１号「農地利用集積計画の決定について」を議題とい

たします。 

      事務局より説明を求めます。 

 

事務局   それでは４９頁、議案第５１号「農用地利用集積計画の決定につい

て」を説明いたします。農用地利用集積計画について、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定による決定を市長より求められたの

で、その可否について提案する。となっています。５０頁は農地利用

集積計画集計表です。「使用貸借・賃貸借権設定」（県公社借入分）１

６件の表が対象となっています。 

      県公社借入「１０年」のもの「賃貸借」畑・１５筆、１５，７１２

㎡、「１０年」のもの「使用貸借」畑・１筆、４，４５１㎡となってい

ます。５１頁は県公社借入「１０年」のもの「賃貸借」畑・１５筆、

１５，７１２㎡、「１０年」のもの「使用貸借」畑・１筆、４，４５１
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㎡、新再区分は「新」で備考欄に「切替」とあるのは市農業公社借り

入れ分の満期分を中間管理機構に切り替えるものです。今回は計１６

筆、２０，１６３㎡となっています。詳細は一覧表のとおりです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   ただ今、議案第５１号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第５１号「農地利用集積計画の決定について」は、 

原案どおり許可することに決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５２号「農地中間管理事業における農地利用配分計 

画（案）に関する意見について」を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは５２頁、議案第５２号「農地中間管理事業における農用地

利用配分計画（案）に関する意見について」を説明します。  農用

地利用配分計画(案)について、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条の３の規定により、意見を求められたので、判断を求める。

となっています。資料は５３頁です。先ほど５１頁で出ました県公社

の借り入れ分の土地・１６筆がそのままここに計上されています。県

農業振興公社から「１社」に対し計１５筆、１５，７１２㎡の賃貸借

と｢１名｣１筆、４，４５１㎡の使用貸借が計上されています。１番か

ら１５番までの１５筆、「賃貸借」、「１０年」と１６番の１筆「使用貸

借」、「１０年」の農用地利用配分計画（案）が出ています。詳細につ

きましては議案書を参照ください。５４頁から５６頁にそれぞれの経

営状況を添付しています。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは１番～１５番の補足説明を担当委員お願いします。 

１５番   現地は丸田地区の基盤整備地区の近傍で、譲り受け人（借り手） 

     は丸田地区共々積極的に取り組んでいます。特に問題はないと思  

    いますのでよろしくご審議ください。 

 

議 長   次に１６番について担当委員お願いします。 

 



 - 10 - 

麻生委員  概ね資料のとおりでありまして、雪浦の奥浦というところで、有機

栽培をやりたいとの事でした。一年位前に移住してきた方です。何と

か頑張ってもらいたいと期待もしておりますので、よろしくご審議く

ださい。 

 

議 長   ただ今、議案第５２号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第５２号「農地中間管理事業における農地利用配 

分計画（案）に関する意見について」につきましては、原案ど 

おり配分することで「意見なし」といたします。 

 

議 長   次に議案第５３号「非農地通知の対象とすることの決定について」

を議題といたします。申出者毎に審議をいたします。まず１番から３

番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは資料は５７頁をお願いします。議案第５３号の非農地通知

の対象とすることの決定について説明をいたします。今回は１８筆、

２７，７６０㎡について、審議を頂きたいと思います。申出者は５名

となっています。住所や所有者の詳細につきましては議案書記載のと

おりです。 

 １番から３番の土地につきまして、所有者は奈良県生駒市の方で相

続した物件が対象地となります。５８頁に位置図、５９頁に付近近況

図、６０頁に字図、６１頁に航空写真を添付しています。それぞれの

資料で、黄色に塗った部分の１番から３番が申請地となっています。

現場のほうですが、雑木が茂っておりまして、現場を見る限りでは特

に支障はないという判断をいたしました。６２頁が対象地の現況写真

です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について代理申請

者への聞き取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込み

です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２番    対象地区で申出者のことを聞き取りしましたが、知ってる方はおり
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ませんでした。奈良県生駒市に住んでおられて、教職についていると

いうことで、現地を回復するということは望めません。現況も復元は

出来ないような状況であることを確認しましたのでよろしくお願いし

ます。 

 

議 長   ただ今議案第５３号の１番から３番までについて説明がありました。

これより質疑に入ります。皆さん何か意見はありませんか。 

 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」ということで、特に問題もないようですので議案第５

３号の１番から３番につきましては非農地通知の対象とすることに決

定いたします。 

 

議 長   次に議案第５３号の４番から１２番について事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局   ４番から１２番の土地につきまして、所有者は大瀬戸町の方で、申

請地１０の南側に自宅があります。６３頁に位置図、６４・６５頁に

付近近況図、６６頁から６９に字図、７０頁から７３頁に航空写真を

添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分の４番から１

２番が申請地となっています。現場のほうですが、雑木が茂っており

まして、現場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしまし

た。７４頁から７５頁が対象地の現況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について本人聞き

取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

８番    ４番～７番は周囲も山林で当該地も原野化しており、耕作できる状

態ではありませんでした。８番と９番も原野化していました。１０番

は田んぼだったと思われますが原野、一部は沼のような状態で耕作で

きる状態ではありませんでした。１１番と１２番は山林となっており、

本人も今後耕作する意思はないとのことでした。ご審議をよろしくお

願いします。 

 

議 長   ただ今議案第５３号の４番から１２番までについて説明がありまし

た。これより質疑に入ります。皆さん何か意見はありませんか。 

 

       《異議なしの声あり》 
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議 長   「異議なし」ということで、特に問題もないようですので議案第５

３号の４番から１２番につきましては非農地通知の対象とすることに

決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５３号の１３番から１５番について事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局   １３番から１５番の土地につきまして、所有者は西彼町の方で、申

請地１３の西側６００ｍ付近に自宅があります。７６頁に位置図、７

７頁に付近近況図、７８頁に字図、７９頁に航空写真を添付していま

す。それぞれの資料で、黄色に塗った部分の１３番から１５番が申請

地となっています。現場のほうですが、雑木が茂っておりまして、現

場を見る限りでは特に支障はないという判断をいたしました。８０頁

が対象地の現況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について本人聞き

取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

２０番   近隣には本人が耕作している梨園がありますが、現地は傾斜がきつ

く長年耕作されておりません。結果、山林化しております。本人も復

元する意向はないということですので、ご審議をお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第５３号の１３番から１５番までについて説明がありま

した。これより質疑に入ります。皆さん何か意見はありませんか。 

 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」ということで、特に問題もないようですので議案第５

３号の１３番から１５番につきましては非農地通知の対象とすること

に決定いたします。 

 

議 長   次に議案第５３号の１６番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   １６番の土地につきまして、所有者は諫早市の法人で、時効取得に

より申請地１６を取得しています。７１頁に位置図、８２頁に付近近

況図、８３頁に字図、８４頁に航空写真を添付しています。それぞれ

の資料で、黄色に塗った部分の１３番から１５番が申請地となってい

ます。現場のほうですが、雑木が茂っておりまして、現場を見る限り
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では特に支障はないという判断をいたしました。８５頁が対象地の現

況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について代理申請

者（行政書士）への聞き取りと事務局で確認できる範囲において影響

がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１９番   先日現場を確認しました。現場は白岳公民館の近くの県道脇で元は

田んぼだったかと思いますが山林化しており、長年耕作していない状

況を確認しました。所有者に連絡は取れておりませんが農地としては

利用できないと判断いたしました。ご審議方よろしくお願いします 

 

議 長   ただ今議案第５３号の１６番について説明がありました。これより

質疑に入ります。皆さん何か意見はありませんか。 

 

２７番   地区担当委員の説明でよく分かりましたが、写真で見る限りでは非

農地というには少し早いような気がします。それと所有者が法人とい

うことですが、何か事業の計画があるのでしょうか。仮に計画がある

とした場合、地元とのコンセンサスは得られているのかお尋ねします。 

 

１９番   当該地区は担当区域ではありますが行政区としては別の行政区にな

っております。所有者に連絡を取ったわけではないので詳細は分かり

ませんが、あくまでも非農地通知の対象としてどうかということでの

確認をしたところです。 仮に何か事業が計画されているとすれば、

その時点で地元なり関係者なりと協議されるのではないかと認識して

おります。 

 

１１番   申請地付近の河川は水源の流域になっていると思います。担当委員

の説明のとおりで、農地としての判断をするということは当然と思い

ます。そこで時効取得した法人から直接申し出があったのかどうかと

いうこと。また、その後の利用については、農業委員会とは別に、そ

の時点で事前の協議なり、説明なりが行われるものと認識しておりま

すが、その点について事務局にお尋ねします。 

 

事務局   本件の時効取得については、法務局から時効取得の要件が整ったと

いうことで通知があったものです。 

      申し出は行政書士を通じてなされたもので、県にも報告をしており

ます。また、当該地は農業振興地域内で農用地区域となっております

ので、仮に開発をする場合は農林課を通じて農用地区域からの除外の
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手続きが必要となりますので、非農地とされたとしても、たちまち次

の利用につながるということには当らないかと考えております。その

説明もしているところです。 

 

１１番   非農地通知の意味合いは理解しておりますが、一方で開発云々につ

ながる可能性を考えると躊躇するような思いもあります。いずれにし

ても、注視していく事は必要かと考えます。 

 

６番    仮に計画がある場合は地元からの意見とかも聞いた方がいいのでは

ないでしょうか。 

 

２番    農振農用地区域の制限とは絶対的なものでしょうか。 

 

事務局   農振農用地区域において無許可で開発等された場合は、原状回復命

令を含めて、措置がある旨は伝えております。 

 

２７番   写真もちょっと見にくいようですので、事務局で再度調査をしてい

ただくというのはどうでしょうか。 

 

２０番   現地等含めて再度調査をしてから改めて審議するのはどうでしょう

か。 

 

事務局長  あくまでも農地として復元が可能かどうかの判断でありまして、担

当委員の説明にありましたように、開発云々はその時点で説明なり協

議がなされるものと理解しております。 

      また、農振農用地区域から除外される訳ではありませんので、制限

はかかったままであります。 

 

２４番   局長説明のとおりと理解しております。ただ、写真を見る限りにお

いては確かに判別しにくいとは思います。 

 

議 長   先ほど事務局から説明がありましたように、申し出がでており、仮

に非農地通知の対象として決定をしても、農振農用地区域に入ったま

まであり、何か事業をする場合は農振農用地区域からの除外手続きが

必要になるという事であります。 

 

７番    非農地通知と除外の手続きの関係は。 

 

事務局   非農地通知については、赤判定になった農地については非農地通知

の対象としてよいとされておりますが、リスクがある場合があります
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ので、申し出があった場合で、支障がない場合について対象としてい

るところです。 

 

事務局長  農地に関する手続きではありますが、非農地通知の判断と、農振除

外はリンクしていないのが現状です。仮に何らかの計画があって農振

農用地区域の除外の手続きをする場合は、農林課を通じて農業委員会

に上程されることになり、そこで審議となります。 

  参考までに、開発の場合で５，０００㎡以上の一段の土地の開発を

する場合は、事業計画を定め、市長に対して土地開発等届出書を提出

しなければならないと土地対策要綱に定められており、林地の場合

は１０，０００㎡を超えて形質の変更等する場合は県の許可が必要

になります。 

 

議 長   ほかにありませんか。 本案につきましては写真も若干判断しにく

い状況でもありますが、意見も多数出ておりますので採決を取りた

いと思います。  議案第５３号の１６番について非農地通知の対

象とすることについて賛成の方の挙手を求めます。 

 

       《挙手 １４名》 

 

議 長   議案第５３号の１６番について、再調査を含め、非農地通知の対象

とすることに反対の方の挙手を求めます。 

 

       《挙手 １５名》 

 

議 長   反対多数となりましたので、本日の総会での決定は否決されました。 

 

事務局   本件につきましては、写真が鮮明でないところもありますので、再

度現地等調査することといたします。 

 

議 長   次に議案第５３号の１７番と１８番について事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局   １７番、１８番の土地につきまして、所有者は大瀬戸町の方です。

８６頁に位置図、８７頁に付近近況図、８７・８９頁に字図、９０・

９１頁に航空写真を添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗っ

た部分の１７番、１８番が申請地となっています。現場のほうですが、

雑木が茂っておりまして、現場を見る限りでは特に支障はないという

判断をいたしました。９２頁が対象地の現況写真です。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について本人聞き
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取りと事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。事務

局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を朝長委員お願いします。 

 

２５番   今朝、現地を確認しました。１７番につきましては山林化しており、

田んぼだった跡形もない状況でした。１８番についても同様で、山林

化しております。２筆とも非農地通知の対象として問題ないと思いま

す。 

 

議 長   ただ今議案第５３号の１７番と１８番について説明がありました。

これより質疑に入ります。皆さん何か意見はありませんか。 

 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」ということで、特に問題もないようですので議案第５

３号の１７番と１８番につきましては非農地通知の対象とすることに

決定いたします。 

 

議 長   次に報告事項に入ります。事務局よりお願いします。 

 

事務局   それでは資料は９３頁ページをお願いします。平成２８年１１月受

付「農地改良届出について」を説明いたします。「１番」は田畑の転換

となっています。申請地は登記地目が「田」となっています。現況は

不耕作となっており、周辺地の９０８番１「山林」３，６４３㎡に太

陽光発電設備の設置計画があり、切土を盛土に利用し、１．６ｍ嵩上

げを行い畑地に転換をするというものです。事業は平成２８年１１月

１日から平成２８年１２月３０日までを予定しております。資料は９

３頁です。 

所在地・地番が西彼町白似田郷字下原田９０７番、地目・田、地積・

１，８１８㎡の届出となっています。申請者の住所・氏名・申請事由

については議案書記載のとおりです。関係資料は９４頁から１０２頁

までで、９４頁に位置図、９５頁に付近近況図、９６頁に字図、９７

頁に航空写真、９８頁に現況写真を添付しています。９９頁に被害防

除計画書、１００頁から１０２頁に工事計画書をつけています。事務

局からの説明は以上です。 

 

６番    確認です。事業者からの説明と場所がちょっと違うように思います

が。 
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事務局   農業委員会に届出が提出されたのは、全体計画のうちの農地の部分

のみとなっております。 

 

議 長   よろしいですか。 

 

６番    了解。 

 

議 長   以上をもちまして本日の議案審議ならびに報告事項は全て終了 

     いたしました。 

      皆さんのほうから何かありませんか。 

 

  これをもちまして西海市農業委員会第１１回総会を閉会いたします。

お疲れ様でした。 

 


